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ははじじめめにに  

近年、新型コロナウイルス感染症等の影響

による生活様式の変化など、働く人の働き方

に対する意識等が個別・多様化しています。

このような社会情勢をふまえ、働き方や職業

キャリアに関するニーズ等を把握しつつ、新

しい時代を見据えた労働基準関係法制度の課

題を整理することを目的として、厚生労働省

の「新しい時代の働き方に関する研究会」に

おいて検討が行われ、2023 年 10 月、報告書

が公表されました。 

この連載では、「新しい時代の働き方」と

いう視点から、①労働時間法制（第１回およ

び第２回）、②ジョブ型雇用をめぐる諸問題

（第３回～第５回）、③その他現代的な課題

（第６回）について取り上げます。初回は労

働時間管理のあり方について、テレワーク、

副業・兼業やスポットワーカー活用などとい

った新しい時代の働き方においてどのような

点を注意すればよいか、という視点で考えて

みます。 

  

テテレレワワーーククのの導導入入  

コロナ禍を契機とする働き方の変化の際た

るものの一つがテレワークの浸透ではないで

しょうか。かつては、自宅から事業所等に

「出勤」して働くというのが当たり前の光景

でしたが、テレワークはこれを大きく変えま

した。今では、多くの企業でテレワークや在

宅勤務制度が導入されていますし、テレワー

ク用のブースやサテライトオフィスが街中の

あちこちに見られます。 

統計（三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティ

ング調査 2021 年３月）によれば、77.1％の

企業がテレワーク時も通常の労働時間管理を

行っているとのことです。しかし、事業所そ

の他に出勤している場合と異なり、テレワー

ク時は、各労働者が今何の作業をしているの

かという具体的な勤務状況が会社側からは見

えません。仮に作業効率の悪い働き方や、極

論をいえば怠業をしていても、それを会社側

が把握できず、適切な指導や労務管理を行う

ことができません。ワークライフバランス等

を理由にテレワークを継続したい労働者と、

PP

○ テレワーク時でも、原則として使用者が現認あるいは客観的な記録に基づいて労働時

間を適正に確認、記録することが必要。自己申告制とする場合には、乖離が生じない

ように実態調査を実施して、必要に応じて労働時間の補正を行うこと、各労働者から

の適正な自己申告を阻害する措置は設けてはならないことなどが求められる。 

○ 現行の労働時間に関する規制を前提にすると、労働時間管理や安全配慮義務の観点で

懸念がある場合には、副業・兼業者について、自社の所定労働時間の見直しなどの対

応をとることも考えられる。 
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労働時間その他の管理等の観点からテレワー

クを制限したい使用者の対立構造も生じてい

るところです。 

法的に整理すると、労働時間とは「使用者

の指揮命令下に置かれている時間」ですので、

労務提供の場所（就業場所）をどこにするか

という点についても、使用者の指揮命令に従

う必要があります。アイ・ディ・エイチ事件

（東京地裁令和４年 11 月 16 日判決・労判

1287 号 52 頁）では、主としてリモートワー

クで業務に従事していた原告が被告会社から

の出社命令に応じなかったことを理由とする

懲戒処分の効力等が争われました。先日、

「在宅勤務者に対する出社命令拒否による懲

戒処分が無効とされた裁判例があるらしいで

すね」という質問を受けたのですが、この裁

判例はそのような一般論を述べているもので

はありません。判決の中では「本件労働契約

においては、本件契約書の記載にかかわらず、

就業場所は原則として原告の自宅とし、被告

は、業務上の必要がある場合に限って、本社

事務所への出勤を求めることができると解す

るのが相当である」との判断が示されており、

原則テレワークという契約形態での事案にお

ける事例判断です。 

多くの企業では、「原則テレワーク」とい

うような働き方ではなく、「業務の必要があ

る場合」「所属長（会社）が許可した場合に

限り」など、一定の要件のもとでテレワーク

を認めているのではないでしょうか。その場

合には、上記裁判例は必ずしもあてはまるも

のではありません。テレワークを実施するに

あたっては、なし崩し的に（すなわち、業務

上の必要性の有無についての検討が不十分な

まま、労働者の希望に基づいて）テレワーク

が常態化することのないよう、テレワークの

実施の可否含め、使用者が適切に判断すべき

です。 

 

テテレレワワーークク時時のの労労働働時時間間管管理理ににつついいてて  

では、実際にテレワークの場合にはどのよ

うに労働時間管理をすればよいのでしょうか。

大前提として、2017 年１月 20 日に厚生労働

省が策定した「労働時間の適正な把握のため

に使用者が講ずべき措置に関するガイドライ

ン」は、テレワークの場合も適用されます。

したがって、同ガイドラインに基づき、原則

として使用者が、自ら現認あるいは客観的な

記録に基づいて労働時間を適正に確認、記録

することが必要です。また、やむを得ず自己

申告制とする場合には、乖離が生じないよう

に実態調査を実施して、必要に応じて労働時

間の補正を行うこと、各労働者からの適正な

自己申告を阻害する措置は設けてはならない

ことなどが求められます。 

テレワークに関しては、厚生労働省から

「テレワークの適切な導入及び実施の推進の

ためのガイドライン」が発出されています

（2021年３月改定、以下「テレワークガイド

ライン」）。「テレワークガイドライン」では、

「テレワークでオフィスに集まらない労働者

について必ずしも一律の時間に労働する必要

がない時には、その日の所定労働時間はその

ままとしつつ、始業及び終業の時刻について

テレワークを行う労働者ごとに自由度を認め

ることも考えられる。」と記載されています。

なお、始業時刻および終業時刻は就業規則に

定める必要がありますので（労基法 89 条１

号）、このように所定労働時間数はそのまま

で始業時刻および終業時刻を変更できるよう

な働き方を認めるにあたっては、たとえば

「業務の必要がある場合には、第１項記載の

（あるいは第〇条記載の）始業・終業時刻を

繰り下げ、または繰り上げることがある」な

どの条項を就業規則に定めておく必要があり

ます。また、「テレワークガイドライン」で

は、フレックスタイム制や事業場外みなし労

働時間制、裁量労働制、高度プロフェッショ
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ナル制度など、労基法所定の各制度を活用す

ることも紹介されています。このうち、裁量

労働制、高度プロフェッショナル制度につい

ては次回取り上げます。 

テレワークにおける労働時間管理について、

多くの企業では、自己申告制をベースにした

把握方法がとられていると理解しています。

具体的には、始業時・終業時に上司にメール

でその旨を報告する、あるいは、勤怠管理シ

ステムやアプリの活用などで具体的な始業時

刻・終業時刻を把握することが一般的なよう

です。一方で、皆さんもご承知のとおり、サ

テライトオフィスなどの場合はともかく、自

宅での勤務（在宅勤務）の場合は、職場での

業務遂行よりも作業効率や労働密度が低くな

りがちです。日本インシュアランスサービス

（休日労働手当・第１）事件（東京地裁平成

21 年２月 16 日判決・労判 983 号 51 頁）で

は、自宅での勤務について「もともと客観的

に使用者の拘束の度合いが低い状況で業務を

行っている」と述べられており、裁判官も同

じような認識を持っていることが窺えます。 

労働時間数と作業量（成果物）は厳密に比

例するものではありませんが、あまりに成果

物と労働時間数が見合わない場合、テレワー

クの継続が望ましくないケースもあるかと思

います。たとえば、始業時刻後でパソコンの

前に座って業務をしているはずなのにメール

のレスポンスが遅い、電話にも応答がないな

ど怠業の可能性が疑われるような場合です。

なお、自己申告した労働時間数と実労働時間

数の乖離については、必ずしも、自己申告が

過大ということではなく、過少申告する場合

や合計労働時間数に大きな乖離はないものの

深夜早朝にも断続的に労働しているような、

労働者の健康管理の観点から問題があるよう

なケースもあります。 

「テレワークは所属長が許可した場合に認

める」旨のテレワーク規程を整備していれば、

自己申告制では適切な労働時間管理ができな

いと判断した場合にテレワークを不許可とし、

事業場への出勤を命じることも可能となりま

す。「テレワークガイドライン」には「労使

が十分に話し合いを行い、良質なテレワーク

を導入し、定着させていくことが…」と記載

されていますが、その「良質なテレワーク」

の導入が困難な場合に漫然とテレワークを継

続させることは、労使双方にとってデメリッ

トの方が大きいということを認識すべきでし

ょう。 

 

副副業業・・兼兼業業時時のの留留意意点点 

まずは自社の社員が副業・兼業をする場合

という想定でお話しします。厚生労働省が公

表しているモデル就業規則では、かつては、

副業・兼業は許可制とされていましたが、現

在公表されているものでは原則届け出制とさ

れています。ＳＮＳやスポットワークの普及、

ギグワークの出現等により、今や副業・兼業

は特別なことではなくなってきているように

感じます。裁判例をみても、労働者が労働時

間以外の時間をどのように利用するかは基本

的に自由であり、①労務提供に支障がある場

合、②業務上の秘密が漏洩する場合、③競業

により自社の利益が害される場合、④自社の

名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊す

る行為がある場合には、例外的に副業・兼業

を禁止することができるとされています。 

ただし、労基法 38 条１項では「労働時間

は、事業場を異にする場合においても、労働

時間に関する規定の適用については通算す

る。」と規定されており、使用者を異にする

場合（すなわち、副業・兼業）であっても、

労働時間は通算されます。したがって、一個

人として考えた場合に、原則として、１日８

時間、週 40 時間を超えて労働することはで

きません。 

この点、厚生労働省の「副業・兼業の促進
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に関するガイドライン」（2022 年７月８日改

定）では、労働時間の通算についての「簡便

な労働時間管理の方法」（いわゆる「管理モ

デル」）が示されています。「管理モデル」で

は、労働時間の通算について、 

手順①：所定労働時間の通算＝先に契約を

した方から、後に契約をした方の順に通算 

手順②：所定外労働時間の通算＝実際に所

定外労働が行われる順に通算 

という手順が示されています。 

個人事業主やフリーランスとして働く場合は

労基法が適用されないと解されますので、こ

こでは除外します。他の事業主に雇用されて

労働する場合は、労基法 38 条１項により労

働時間が通算されますので、自社のフルタイ

ム勤務者については、副業・兼業先の業務は

すべて時間外労働時間となります。また、自

社の所定労働時間が８時間未満（たとえば７

時間や７時間半など）であった場合に、副

業・兼業をしていなければ、所定外労働時間

の一部についても法的には時間外割増賃金の

支払義務はないはずです（「法内残業」など

といわれるものです）。しかし、副業・兼業

をしている場合には、所定外労働≒時間外割

増賃金の支払義務あり、となります。また、

短時間勤務者については、副業・兼業先と思

っていたＢ社のほうが、実は先に契約をして

いた使用者であり、自社が副業・兼業先であ

る可能性もあります。その場合には、管理モ

デルによると、自社の所定労働時間とＢ社の

所定労働時間を通算した場合に８時間を超え

れば、その８時間を超える時間数について、

自社が時間外割増賃金の支払義務を負うこと

になります。 

副業・兼業について就業規則に届け出制を

定めていても、必ずしも、全員が正直に（正

確に）副業・兼業先やそこでの労働時間数を

申告するわけではありません。プライバシー

の問題もあり、使用者として調査するにも限

界があります。結局、現行の労働時間に関す

る規制を前提にすると、フルタイム勤務者に

ついては、個人事業主やフリーランスの形態

を除き、原則として副業・兼業を認めないと

いうような慎重な対応を取るという対応もや

むを得ないのではないかと考えています。そ

して、個人事業主やフリーランスの形態であ

って労働時間の問題が発生しなくとも、副

業・兼業をしている労働者に対する安全配慮

義務という観点での対応は必要になります。

状況に応じて、副業・兼業の制限（ただし、

これは使用者が強制的に制限できるものでは

なく、あくまで仕事量をセーブするように

「要請する」ということにとどまります）し

たり、家業の手伝いなどどうしても副業・兼

業をしなければならない事情のある労働者に

ついては自社の所定労働時間の見直し（これ

は労働条件の不利益変更ですので、原則、同

意を得る必要があります）などの対応も考え

られるところです。 
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